
肝
臓
機
能
障
害

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活
活
動
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
も
の

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
（
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が

著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の

平成™˜年˜™月™›日 木曜日 (号外第™�˜号)官 報

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
若
し
く
は
小
腸
の
機
能
の
障
害
で
、
永
続
し
、か
つ
、

自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

の
障
害
で
、
永
続
し
、
か
つ
、
日
常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の
又
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害
で
、永
続
し
、

か
つ
、
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

別
表
第
三
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
若
し
く
は
小
腸
の
機
能
の
障
害
で
、
家
庭
内
で
の
日

常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
で
、
日
常

生
活
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
（
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）又
は
肝

臓
の
機
能
の
障
害
で
、
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の
（
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制

限
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
令
第
十
九
号

外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
外
公
館
に
勤
務

す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

外
務
大
臣

岡
田

克
也

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
外
務
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
レ
シ
フ
ェ
（
ブ
ラ
ジ
ル
）」を
削
り
、「
ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー
（
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
）」
を
「
ワ
ガ
ド
ゥ
グ
ー
（
ブ

ポ
ル
ト
ノ
ボ
（
ベ
ナ

ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
）

ン
）

」
に
、「
ト
リ
ポ
リ
（
リ
ビ
ア
）」
を
「
ト
リ
ポ
リ
（
リ
ビ
ア
）

キ
ガ
リ
（
ル
ワ
ン
ダ
）」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
外
務
省
令
第
二
十
号

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
券
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

外
務
大
臣

岡
田

克
也

旅
券
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

旅
券
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
外
務
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
在
ボ
ツ
ワ
ナ
日
本
国
大
使
館
」
を
「
在
ベ
ナ
ン
日
本
国
大
使
館

在
ボ
ツ
ワ
ナ
日
本
国
大
使
館
」
に
、
在
「
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使

館
」
を
「
在
リ
ビ
ア
日
本
国
大
使
館

在
ル
ワ
ン
ダ
日
本
国
大
使
館
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
二
十
九
条
並
び
に
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
号
中
「
若
し
く
は
小
腸
若
し
く
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
」
を
「
、
小
腸
、
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
若
し
く
は
肝
臓
」
に
改
め
、
同
表
心
臓
、
じ
ん
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
又
は
ぼ
う
こ
う
若

し
く
は
直
腸
若
し
く
は
小
腸
若
し
く
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
の
欄
中
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害
の
欄
の
下
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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